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国
民
年
金
だ
よ
り 

５
年
を
超
え
る
分
は
、 

時
効
消
滅 

当
初
か
ら
支
払
い
 

今
後
の
取
り
扱
い
 

増
額
分
は
５
年
間
分
を
 

さ
か
の
ぼ
っ
て
支
払
い
 

▼
 

60歳 

▼
 

66歳 

▼
 

71歳 

○
「
年
金
時
効
特
例
法
」
の
成
立
に
よ
り
、
時
効
消
滅
に

よ
り
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
分
も
全
期
間
さ

か
の
ぼ
っ
て
支
払
い
し
ま
す
。
 

全
額
を

支
払
い

後で判明 当初 
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��������	
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